
職員の任用に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成25年３月19日

鳥取県人事委員会委員長 曽 我 紀 厚

鳥取県人事委員会規則第５号

職員の任用に関する規則の一部を改正する規則

職員の任用に関する規則（昭和27年鳥取県人事委員会規則第11号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（選考により採用する職） （選考により採用する職）

第19条 次に掲げる職への採用は、それぞれ選考によ 第19条 次に掲げる職への採用は、それぞれ選考によ

るものとする。この場合においては、法第17条第３ るものとする。この場合においては、法第17条第３

項ただし書に規定する人事委員会の承認があったも 項ただし書に規定する人事委員会の承認があったも

のとみなす。 のとみなす。

(１) 行政職給料表の適用を受ける職員の職のうち (１) 行政職給料表の適用を受ける職員の職のうち

係長及びこれに相当する職以上の職、公安職給料 係長及びこれに相当する職以上の職、公安職給料

表の適用を受ける職員の職のうち課長及びこれに 表の適用を受ける職員の職のうち課長及びこれに

相当する職以上の職、教育職給料表(１)の適用を 相当する職以上の職、教育職給料表(１)の適用を

受ける職員の職のうち教諭及びこれに相当する職 受ける職員の職のうち教諭及びこれに相当する職

以上の職、教育職給料表(２)の適用を受ける職員 以上の職、教育職給料表(２)の適用を受ける職員

の職のうち教諭及びこれに相当する職以上の職、 の職のうち教諭及びこれに相当する職以上の職、

研究職給料表の適用を受ける職員の職のうち室長 研究職給料表の適用を受ける職員の職のうち係長

補佐及びこれに相当する職以上の職、医療職給料 及びこれに相当する職以上の職、医療職給料表

表(１)の適用を受ける職員の職のうち医長及びこ (１)の適用を受ける職員の職のうち医長及びこれ

れに相当する職以上の職、医療職給料表(２)の適 に相当する職以上の職、医療職給料表(２)の適用

用を受ける職員の職のうち係長及びこれに相当す を受ける職員の職のうち係長及びこれに相当する

る職以上の職、医療職給料表(３)の適用を受ける 職以上の職、医療職給料表(３)の適用を受ける職

職員の職のうち看護主任及びこれに相当する職以 員の職のうち看護主任及びこれに相当する職以上

上の職並びに海事職給料表の適用を受ける職員の の職並びに海事職給料表の適用を受ける職員の職

職のうち一等航海士及びこれに相当する職以上の のうち一等航海士及びこれに相当する職以上の職

職

(２) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国が (２) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国が

行った前年度の試験又は選考に合格した者をもっ 行った前年度の試験又は選考に合格した者をもっ

て補充しようとする職で、当該試験又は選考に係 て補充しようとする職で、当該試験又は選考に係

る職と同等以下と人事委員会が認めるもの る職と同等以下と人事委員会が認める職

(３) かつて職員であった者又は国家公務員の職若 (３) かつて職員であった者又は国家公務員の職若

しくは人事委員会を置く他の地方公共団体の職員 しくは人事委員会を置く他の地方公共団体の職員

の職に現に任用されている者をもって補充しよう の職に現に任用されている者をもって補充しよう

とする職で、その者がかつて任用されていた職又 とする職で、その者がかつて任用されていた職又

は任用されている職と同等以下と人事委員会が認 は任用されている職と同等以下と人事委員会が認

めるもの める職

(４) 鳥取県内の市町村立学校職員給与負担法第１ (４) 鳥取県内の市町村立学校職員給与負担法第１



条に規定する事務職員（以下「県費負担事務職 条に規定する事務職員（以下「県費負担事務職

員」という。）の職に現に任用されている者をも 員」という。）の職に現に任用されている者をも

って補充しようとする県費負担事務職員の職若し って補充しようとする他の地方公共団体の県費負

くは職員（県費負担事務職員を除く。以下本号中 担事務職員の職若しくは職員（県費負担事務職員

において同じ。）の職又は職員の職に現に任用さ を除く。以下本号中において同じ。）の職又は職

れている者をもって補充しようとする県費負担事 員の職に現に任用されている者をもって補充しよ

務職員の職で、その者が任用されている職と同等 うとする県費負担事務職員の職で、その者が任用

以下と人事委員会が認めるもの されている職と同等以下と人事委員会が認める職

(５)・(６) 略 (５)・(６) 略

(７) 他の地方公共団体から派遣される者をもって

補充しようとする職で、その者の派遣前の職と同

等以下と人事委員会が認めるもの

(８) 企業等に勤務した経験を有する者のうちから

試験に準ずる方法により職務遂行の能力及び職務

への適性を有すると人事委員会が認めた者をもっ

て補充しようとする職

(９) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）

第４条に規定する身体障害者をもって補充しよう

とする職

(10) 略 (７) 略

２ 略 ２ 略

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（職員の任用に関する権限の委任に関する規則の一部改正）

２ 職員の任用に関する権限の委任に関する規則（昭和41年鳥取県人事委員会規則第３号）の一部を次のように

改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（採用選考の委任） （採用選考の委任）

第２条 職員の任用に関する規則（昭和27年鳥取県人 第２条 職員の任用に関する規則（昭和27年鳥取県人

事委員会規則第11号）第19条第１項第４号及び第10 事委員会規則第11号）第19条第１項第４号及び第７

号に掲げる職並びに同条第２項に規定する職のうち 号に掲げる職並びに同条第２項に規定する職のうち

単純な労務に従事する職員の職への採用の選考につ 単純な労務に従事する職員の職への採用の選考につ

いては、各任命権者にその権限を委任する。 いては、各任命権者にその権限を委任する。


